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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブレーキ動作検知スイッチと発光装置とを有する自動車のブレーキの作動状態表示装置
であって、
　前記ブレーキ動作検知スイッチはブレーキペダルの踏み込みによって動作し、　前記発
光装置にブレーキ動作信号を出力するものであり、
　前記発光装置は　前記自動車の車体の前部下面に設置され、ブレーキ動作信号の入力を
受けて前記車体前部の一定範囲にわたって拡散光を発し、前記車体の前よりの影の範囲内
の路上に注意喚起標識として前記車体の軸線に対し横長の光の投影像を形成するものであ
ることを特徴とする自動車のブレーキの作動状態表示装置。
【請求項２】
　ブレーキ動作検知スイッチと、シフト動作検知スイッチと、サイドブレーキ動作検知ス
イッチと、コントローラと、発光装置とを有する自動車のブレーキの作動状態表示装置で
あって、
　前記ブレーキ動作検知スイッチは、ブレーキペダルの踏み込みによって動作し、前記コ
ントローラにブレーキ動作信号を出力するものであり、
　前記シフト動作検知スイッチは、シフトレバーの操作によって選択された特定のレンジ
のポジションを個別に検知して前記コントローラに選定されたレンジのポジション選定信
号を出力するものであり、
　前記サイドブレーキ動作検知スイッチは、サイドブレーキの投入あるいは解除を検知し
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て前記コントローラにサイドブレーキ投入検知信号を個別に出力するものであり、
　前記コントローラは、入力された前記ブレーキ動作信号と、前記レンジのポジション選
定信号と、前記サイドブレーキ投入検知信号の組合せから危険の程度を判定してあらかじ
め設定された複数の発光色の中から選定された発光色の判定信号を前記発光装置に出力す
るものであり、
　前記発光装置は前記自動車の車体の前部下面に設置され、前記コントローラから前記判
定信号の入力を受け、前記判定信号の内容にしたがって、前記車体前部の一定範囲にわた
って選定された発光色の拡散光を発し、前記車体の影の範囲内の路上に注意喚起標識とし
て選定された発光色による光の投影像を形成するものであることを特徴とする自動車のブ
レーキの作動状態表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車のブレーキの作動状態表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車のブレーキランプは車体の後部に設置され、後方からの追突を避ける目的で設置
されたものである。後続の自動車に対して注意を促すことから、赤の発光色が用いられる
。通常ブレーキランプはバックライトと共用されるが、バックライトに赤色発光のランプ
を用いるのは後続の自動車や歩行者に対して注意を促すことを表示するためである。この
ように自動車には後方には注意を促すためのランプが設置される。
【０００３】
　しかしながら、例えば交通信号機がない場所で歩行者が自動車の前で道路を横切ろうと
しようとしたときに、その自動車が歩行者を意識して停車してくれるのか、あるいは自動
車が停車しているときにはその自動車が停車したままでいてくれるのかは、自動車を見た
だけではわからない。自動車が停車していてもその自動車の運転者が不注意で歩行者に気
づかずに発進してしまうことがあり、歩行者に気づくのが遅かったときには重大事故に至
る危険がある。
【０００４】
　このような問題を解決するため、特許文献１には警音器以外の方法で歩行者に警告をす
ることが必要であるとして、歩行者の前方路面にレーザービームを投射することで歩行者
に不快感を与えずに歩行者に自動車が進行してことを知らせる方法が記載されている。
【０００５】
　特許文献１に記載された方法は要するに自動車に備えた前方センサーの検出領域内に物
体が存在した歩行者の前方路面を明るく照らし出して歩行者に自動車が近付いていること
が分かるように警告するというものである。しかしながら、レーザービームを投射して歩
行者の前方路面を明るく照らし出すことができるのは夜間に限られ、周囲が明るい昼間は
レーザービームを投射しても歩行者に警告を気づかせることは難しい。
【０００６】
　また、夜間の使用で歩行者の前方路面をレーザービームで明るく照らし出すことができ
たとしても、レーザービームの投射は、警笛に代えて照射されただけであって、自動車が
停車しているとしても、いつでも発進可能な状態で停車しているのか、あるいは急発進の
危険があるのかどうかの判断材料にはならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１３－１２４０９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　解決しようとする問題点は、自動車の前方にレーザービームを投射して歩行者の前方路
面を明るく照らし出すことができるのは夜間の暗い路上に限られるばかではなく、停車中
の自動車の正面を横切ろうとしている歩行者にとっては、自動車の運転者がブレーキを踏
んで停車しているのかどうか、急発進の危険があるのかどうかは判断できないという点で
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、ブレーキをかけて停車中あるいは走行中にブレーキをかけて減速中の自動車
の車体からその直下の一定範囲にわたり拡散光を投射し、路上の自動車の影のなかに光の
投影像を形成し、歩行者に光の投影像を目視させることによって、自動車の運転者がブレ
ーキを踏んでいることを認識させて安全に自動車の正面を横切って通行できるようにした
ものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、自動車の前部の車体直下で、車体の影の中に光の投影像を形成するた
め、歩行者はその投影像から、自動車がブレーキをかけられて停車しているかどうかを容
易に判断することができ、その光の投影像を目視しながら安全に自動車の正面前方を横切
ることができる。
【００１１】
　また本発明によれば自動車の前部の車体直下の車体の影の中に光の投影像を形成するも
のであるため、夜間はもとより、昼間でしかも太陽が自動車の真上にある時であっても光
の投影像の形成に何ら問題がなく、また投影面である路面に凹凸があっても、光の投影像
の形成に何ら問題が生じることがない。むしろ太陽光が強ければ強いほど明暗がはっきり
し、車体の影の中に照射される光の投影像はより鮮明に表現できる。光の投影像には文字
、図形、模様、記号などが含まれていてもよい。
【００１２】
　さらに、本発明によれば自動車のルームミラーに後続車のブレーキ状態が表示されるた
め、後続自動車による追突事故の危険の有無を察知できる。
【００１３】
　なお、歩行者が自動車の前方を横切ろうとするときに、自動車のどこを見るかという点
に注目してみると明らかなように歩行者はまず自動車の大きさを認識し、次に自動車の中
心部分より下の方に眼がいくことは万人が納得する反応である。
【００１４】
　つまり、車体の直下の影の部分に勝手に目が行くと、必然的に車体の影の中に照射され
るレーザー光の投影像を認識することになり、投影像の有無から、自動車がブレーキをか
けられて停車しているのかどうか、さらには、オートマチック車ではチェンジレバーがパ
ーキングレンジ、リバースレンジ、ニュートラルレンジ、ドライブレンジのいずれに投入
されたうえで、ブレーキがかけられていることまでを表示すれば、運転者の行動の予測が
可能な情報を歩行者に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（ａ）は本発明の１実施例を示す図である。（ｂ）は車体の影の範囲内の路上に
注意喚起標識として形成した光の投影像の例を示す図である。
【図２】ブレーキ動作検知スイッチＢｐの電気配線図である。
【図３】自動車の影に形成された光の投影像を示す斜視図である。
【図４】本発明の他の実施例を示す図である。
【図５】自動車のルームミラーに映し出された後続車の発する光の投影像の例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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　本発明はブレーキペダルの踏み込みによって自動車の車体の前部下面に設置された発光
装置から車体前部の一定範囲にわたって拡散光を発し、車体の影の範囲内の路上に注意喚
起標識として光の投影像を形成するものである。
【００１７】
　具体的な構成を図にもとづいて詳しく説明する。図１（ａ）は、本発明の基本的な構造
を示す図である。図１（ａ）において、本発明による自動車のブレーキの作動状態表示装
置は、ブレーキ動作検知スイッチＢｐと発光装置２とを有している。ブレーキ動作検知ス
イッチＢｐはブレーキペダル３の踏み込みによって動作し、発光装置２にブレーキ動作信
号を出力するものであり、発光装置２は自動車の車体１の前部下面に設置され、ブレーキ
動作信号の入力を受けて車体前部の一定範囲にわたって拡散光を発し、図１（ｂ）のよう
に車体１の影１ａの範囲内の路上に注意喚起標識として光の投影像Ｐｉを形成するもので
ある。図２にブレーキ動作検知スイッチＢｐの電気配線図を示す。
【００１８】
　この実施例ではわかりやすくブレーキ動作検知スイッチＢｐを発光装置２の電源４に直
列に接続された常開の扛上接点として示しているが、要するにブレーキ動作検知スイッチ
Ｂｐはブレーキ動作信号を入力として発光装置２にブレーキ動作信号を出力するのであっ
て、図２の電気配線に限るものではない。
【００１９】
　ブレーキペダル３を踏み込んでブレーキがかけられると、図２の例ではブレーキ動作検
知スイッチＢｐが落下して接点を閉じ、発光装置２に電源が供給され、発光装置２から直
下に向けて注意喚起標識として自動車の車体１の前部下面に光の投影像Ｐｉ（Projection
 image）が照射される。
【００２０】
　注意喚起標識として発光装置２から直下に向けて照射される光の投影像Ｐｉは例えばレ
ーザー光による投影像である。発光装置２は電源投入によりレーザー光を発射してレンズ
拡散板（図示略）に拡散され、その拡散光が車体前部の一定範囲にわたって照射し、路上
の特定領域に光の投影像Ｐｉを形成する。図１（ｂ）の例は自動車の車体の前よりの部分
に注意喚起標識として車体１の軸線Ｏ－Ｏに対し横長楕円形の光の投影像を形成した例を
示している。発光装置２は、必ずしもレーザー光の発光装置に限らず、ＬＥＤ、白熱電球
などを利用できるが輝度が高いほうが望ましいのは言うまでもない。
【００２１】
　この光の投影像Ｐｉは、例えば赤色発光の投影像である。歩行者は、図３に示すように
自動車の車体１の影１ａの中に表示される光の投影像Ｐｉをみて自動車の運転者がブレー
キ操作を正しく行っていることを確認し、安心して横断歩道を渡ることができる。
【００２２】
　ところで、現実の問題として道路を渡ろうとする歩行者にとって自動車の運転者がブレ
ーキ操作を行っているかどうかを確認できるかどうかが重要な課題ではあるには違いない
が、現実に停車中の自動車を含めてその自動車が現在どのような状態であり、運転者は次
にどのような操作をしようとしているのかの予測情報を歩行者に提供できればさらに好都
合である。
【００２３】
　ブレーキペダルの踏み込み動作に加えてシフトレバーの切り替え動作、サイドブレーキ
の投入動作を検知し、その検知信号の組合せを利用すればあらかじめ用意した注意喚起標
識の中から特定の注意喚起標識を選定し、選定された注意喚起標識の光の投影像を路上に
投射することができる。
【００２４】
図４は、オートマチック車のトランスミッションのシフトレバーの操作とサイドレバーの
操作をブレーキ操作に組み合わせて注意喚起標識を表示する例である。この実施例は、ブ
レーキ動作検知スイッチＢｐと、シフト動作検知スイッチＳｆと、サイドブレーキ動作検
知スイッチＳｄと、コントローラ５と、発光装置２とから構成されている。
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【００２５】
　ブレーキ動作検知スイッチＢｐは、ブレーキペダル３の踏み込みによって動作し、コン
トローラ５にブレーキ動作信号を出力するものである。また、シフト動作検知スイッチＳ
ｆは、シフトレバー６の操作によって選択された特定のレンジのポジションを個別に検知
してコントローラ５に選定されたレンジのポジション選定信号を出力するものである。さ
らに、サイドブレーキ動作検知スイッチＳｄは、サイドブレーキ７の投入あるいは解除を
検知してコントローラ５にサイドブレーキ投入検知信号を出力するものである。
【００２６】
　コントローラ５は、入力されたブレーキ動作信号と、レンジのポジション選定信号と、
サイドブレーキ投入検知信号の組合せから危険の程度を判定してあらかじめ設定された複
数の発光色の中から選定された発光色の判定信号を発光装置２に出力し、発光装置２はコ
ントローラ５から判定信号の入力を受け、判定信号の内容にしたがって、車体前部の一定
範囲にわたって選定された発光色の拡散光を発し、車体の影の範囲内の路上に注意喚起標
識として光の投影像Ｐｉを形成する。
【００２７】
　図４において、自動車の車体１の前部下面に設置された発光装置２は電源４に接続され
、発光装置２の電源回路にはコントローラ５と、ブレーキペダル３の踏み込み操作によっ
て動作するブレーキ動作検知スイッチＢｐと、シフトレバー６の操作によって切り替えら
れるシフト動作検知スイッチＳｆと、サイドブレーキ７によって動作するサイドブレーキ
動作検知スイッチＳｄとが接続されている。
【００２８】
　シフト動作検知スイッチＳｆは、オートマチック車の場合にはシフトレバー６の動作に
よって切り替えられるパーキングレンジ検知スイッチＳｐと、リバースレンジ検知スイッ
チＳｒとニュートラルレンジ検知スイッチＳｎと、ドライブレンジ検知スイッチＳｄなど
のスイッチで構成されている。
【００２９】
　念のため、シフトレバー６の操作によって切り替えられるレンジのポジションを説明す
ると、以下のとおりである。
パーキングレンジ（Ｐ）・・・車を駐車するときのポジション、
リバースレンジ（Ｒ）・・・車をバックさせるときのポジション、
ニュートラルレンジ（Ｎ）・・・駆動系へのエンジンおよびタイヤからのトルクを遮断す
るポジション、
ドライブレンジ（Ｄ）・・・普通に車を動かすときのポジション、
であり、シフトレバーの操作によって切り替えられるシフト動作検知スイッチＳｆは、（
Ｐ）、（Ｒ）、（Ｎ）、（Ｄ）レンジの切り替えによって動作する（Ｐ）レンジ検知スイ
ッチＳｐ、（Ｒ）レンジ検知スイッチＳｒ、（Ｎ）レンジ検知スイッチＳｎ、（Ｄ）レン
ジ検知スイッチＳｄである。
【００３０】
　この例では説明をわかりやすくするため、ブレーキ動作検知スイッチＢｐの配線に、（
Ｐ）レンジの検知スイッチＳｐの結線と、（Ｒ）レンジの検知スイッチＳｒの結線と、（
Ｎ）レンジの検知スイッチＳｎの結線と、（Ｄ）レンジの検知スイッチＳｄの結線とを並
列に配線した例を示している。シフトレバー６は運転者の操作によって切り替えられるも
のであるため、特定のスイッチが動作して接点を閉じているときには他のスイッチはいず
れも接点は開放され、同時に２以上の接点が閉じることがない。
【００３１】
　サイドブレーキ動作検知スイッチＳｄはサイドブレーキ７をかけたときに動作するサイ
ドブレーキ投入検知スイッチＳｄ１と、サイドブレーキ動作を解除したことを検知するサ
イドブレーキ解除検知スイッチＳｄ２である。サイドブレーキ投入検知スイッチＳｄ１は
常開の扛上接点（常開接点）、サイドブレーキ解除検知スイッチＳｄ２は常閉の扛上接点
（常閉接点）で示している。サイドブレーキ投入検知スイッチＳｄ１とサイドブレーキ解
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除検知スイッチＳｄ２ は並列に配線され、その並列配線がシフト動作検知スイッチＳｆ
の並列回路とコントローラ５とに接続されている。
【００３２】
　以上ブレーキ動作検知スイッチＢｐ、シフト動作検知スイッチＳｆ、サイドブレーキ動
作検知スイッチＳｄを接点で示したのは、２以上のスイッチがブレーキ投入動作、シフト
レバー６の操作によって選定されたレンジのポジション、サイドブレーキの投入動作を検
知したときに動作を検知したスイッチの組合せをわかりやすく示すためであり、検知スイ
ッチとして常開又は常閉の接点を用いるという意味ではない。検知スイッチの機能はブレ
ーキペダル３の踏む込み操作の有無、シフトレバー６の切り替え操作、サイドブレーキ７
の投入の有無を検知してそれぞれの検知信号は個別にコントローラ５に出力することであ
る。
【００３３】
　したがって、ブレーキ動作検知スイッチＢｐと、シフト動作検知スイッチＳｆ（Ｓｐ、
Ｓｒ、Ｓｎ、Ｓｄ）と、サイドブレーキ動作検知スイッチＳｄ（Ｓｄ１、Ｓｄ２）のそれ
ぞれの検知信号が個別にコントローラ５に入力され、コントローラ５は、入力された信号
の組合せから危険の程度を判定し、あらかじめ設定された複数の発光色の中から選定され
た発光色の判定信号が注意喚起標識表示指令として発光装置２に出力され、発光装置２は
、判定信号の内容にしたがって、車体前部の一定範囲にわたって選定された発光色の拡散
光を発し、車体１の影の範囲内の路上に注意喚起標識として光の投影像Ｐｉを形成するの
は前述のとおりである。
【００３４】
　以下にブレーキ動作検知スイッチＢｐとシフト動作検知スイッチＳｆ（Ｓｐ、Ｓｒ、Ｓ
ｎ、Ｓｄ）とサイドブレーキ動作検知スイッチＳｄ（Ｓｄ１、Ｓｄ２）の検知信号の組合
せによって発せられる注意喚起標識の判断例を示す。
【００３５】
（例１）ブレーキ動作検知スイッチＢｐがＯＮ、シフト動作検知スイッチＳｆ（Ｓｄ）が
ＯＮ、サイドブレーキ動作検知スイッチＳｄ（Ｓｄ１がＯｆｆ、Ｓｄ２がＯＮ）のとき、
【００３６】
　このときは、ブレーキペダル３が踏まれてブレーキがかかっているが、シフトレバー６
がドライブポジションに投入され、サイドブレーキ７が掛っていない状態である。自動車
が走行中に交差点、あるいは横断歩道の手前で停止する場合あるいは一時停止線で一旦停
車する場合、その他危険を回避するために停車する場合のほとんどの場合に当てはまる。
この状態ではブレーキペダル３の踏み込みが解かれると直ちに自動車の直進が可能になる
。コントローラ５はこの状態を「注意が必要」と判定して「注意」の指令を発光装置２に
出力し、発光装置２からは注意喚起標識として赤色の光の投影像Ｐｉを車体１の影に投影
する。
【００３７】
（例２）ブレーキ動作検知スイッチＢｐがＯＮ、シフト動作検知スイッチＳｆ（Ｓｐ）が
ＯＮ、サイドブレーキ動作検知スイッチＳｄ（Ｓｄ１がＯＮ、Ｓｄ２がＯｆｆ）のとき。
【００３８】
　このとき、シフトレバー６は「パーキング」が選択され、サイドブレーキ７がかけられ
ているかぎり、自動車は停車しているはずという理由から、コントローラ５はこの状態を
「安全」と判定して「安全」の指令を発光装置２に出力し、発光装置２からは注意喚起標
識として一応の注意を促す発色たとえば白色の光または青色の光の投影像Ｐｉを車体１の
影に投影する。
【００３９】
（例３）ブレーキ動作検知スイッチＢｐがＯＮ、シフト動作検知スイッチＳｆ（Ｓｐ）が
ＯＮ、サイドブレーキ動作検知スイッチＳｄ（Ｓｄ１がＯＦＦ，Ｓｄ２がＯＮ）のとき。
【００４０】
　この例は、（例２）の状態からサイドブレーキ７の投入が解除された状態である。この
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状態は、これから発進しようとしていると推測されるから、コントローラ５はこの状態を
「注意が必要」と判定して「緊急注意」の指令を発光装置２に出力し、発光装置２からは
注意喚起標識として例えば緊急注意の赤色点滅の投影像Ｐｉを車体１の影に投影する。
【００４１】
（例４）ブレーキ動作検知スイッチＢｐがＯＮ、シフト動作検知スイッチＳｆ（Ｓｎ）又
は（Ｓｒ）がＯＮ、サイドブレーキ動作検知スイッチＳｄ（Ｓｄ１がＯＮ、Ｓｄ２がＯｆ
ｆ）のとき。
【００４２】
　ブレーキペダル７が踏みこまれ、シフトレバー６はニュートラルレンジ又はリバースレ
ンジが選択され、サイドブレーキ７がかけられているある状態である。この状態では自動
車は当面前方へ発進することはなさそうであることから、コントローラ５はこの状態を「
安全」と判定して「安全」の指令を発光装置２に出力し、発光装置２からは注意喚起標識
として一応の注意を促す発色たとえば白色または青色の光の投影像Ｐｉを車体１の影に投
影する。
【００４３】
（例５）シフト動作検知スイッチＳｆ（Ｓｒ）がＯＮの状態でサイドブレーキ７が解除さ
れたときには、運転者は自動車を後進するつもりであると判断されるため、自動車の正面
を通行する歩行者に対しては安全であるが、自動車の後部を横切る歩行者に対する注意喚
起のため、必要により自動車の車体の両側部や後部にも同様に発光装置を設け、発光装置
から注意喚起標識として緊急注意の赤色点滅の投影像を車体の影に投影することもできる
。
【００４４】
　以上説明した注意喚起の判断の例に限らず、ブレーキ動作検知スイッチＢｐとシフト動
作検知スイッチＳｆ（Ｓｐ、Ｓｒ、Ｓｎ、Ｓｄ）とサイドブレーキ動作検知スイッチＳｄ
（Ｓｄ１、Ｓｄ２）の検知信号の組合せによって種々の運転者の行動を予測するための種
々の情報を生成して歩行者に歩行情報を提供することができる。各動作光の投影像は光の
色だけでなく、文字、図形、模様、記号などを組み合わせて投影することができる。
　以上何れのケースであっても、ブレーキペダル３の踏み込みをやめれば、発光装置２か
ら注意喚起標識としての投影像Ｐｉの投影は停止する。
【００４５】
　本発明によれば、注意喚起標識として発光装置２から直下に向けて照射される光の投影
像Ｐｉは、図５に示すように直前を走行する自動車のルームミラー８に写るため、後続の
自動車が速度を緩め、あるいは停車しようとしているのかどうかをルームミラー８に写る
投影像Ｐｉから容易に判断できる。
【００４６】
　以上のように本発明によれば、注意喚起標識としてブレーキ動作検知スイッチＢｐの動
作信号に、さらにシフト動作検知スイッチＳｆ（Ｓｐ、Ｓｒ、Ｓｎ、Ｓｄ）とサイドブレ
ーキ動作検知スイッチＳｄ（Ｓｄ１、Ｓｄ２）の検知信号を組合せることによって自動車
の運転者が次に行おうとする行動を発光装置から発せられる注意喚起標識から予測するこ
とも可能となる。以上実施例ではオートマチック車に適用した例を説明したが、マニュア
ル車に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　歩行者に自動車の運転者がブレーキペダルを踏んでいることを自動車の前方や後方を横
切る歩行者に明確に認識させることによって、歩行者に自動車の停止時の情報を提供して
歩行者の安全を確保し、ひいては人身事故の発生を阻止することができる。
【符号の説明】
【００４８】
１　車体、１ａ　影、２　発光装置、３　ブレーキペダル、４　電源、５　コントローラ
、６　シフトレバー、７　サイドブレーキ、８　ルームミラー、Ｐｉ　投影像、Ｂｐ　ブ



(8) JP 5852729 B1 2016.2.3

10

レーキ動作検知スイッチ、Ｓｆ　シフト動作検知スイッチ、Ｓｄ　サイドブレーキ動作検
知スイッチ、Ｓｐ　パーキングレンジ検知スイッチ、Ｓｒ　リバースレンジ検知スイッチ
、Ｓｎ　ニュートラルレンジ検知スイッチ、Ｓｄ　ドライブレンジ検知スイッチ、Ｓｄ１
　サイドブレーキ投入検知スイッチ、Ｓｄ２　サイドブレーキ解除検知スイッチ、
【要約】
【課題】　自動車の正面を横切る歩行者に対し、自動車の運転者がブレーキを踏んでいる
ことを明確に認識させる。
【解決手段】　ブレーキ動作検知スイッチＢｐと発光装置２とを有する自動車のブレーキ
の作動状態表示装置である。ブレーキ動作検知スイッチＢｐはブレーキペダル３の踏み込
みによって動作し、発光装置２にブレーキ動作信号を出力するものであり、発光装置２は
自動車の車体１の前部下面に設置され、ブレーキ動作信号の入力を受けて車体前部の一定
範囲にわたって拡散光を発し、その拡散光が車体１の影の範囲内の路上に注意喚起標識と
して光の投影像Ｐｉを形成する。歩行者は、自動車の車体１の影１ａの中に表示される光
の投影像Ｐｉをみてブレーキ操作が行われていることを確認し、安心して横断歩道を渡る
ことができる。
【選択図】図１

【図１】

【図２】

【図３】
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